
 

 

ネットストック法人口座取引規程 
 

第 1条(規程の趣旨) 

この規程は、法人のお客様が松井証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネ

ット経由での取引(以下「ネットストック」といいます。)を利用するうえで、当社が取扱

う商品の取引の注文等(以下「取引注文等」といいます。)に関する取決め(以下「本規程」

といいます。)です。 

2. 本規程は、ネットストック取引規程を準用します。ただし、本規程で別途定めるものに

ついては本規程を適用します。 

3. お客様が行う取引注文等は、すべて代理人たる取引責任者が行うものとします。 

 

第 2 条(取引責任者) 

利用に先立ち、お客様は代理人たる取引責任者を特定し当社に届け出るものとします。 

2. 取引責任者の行為は、口座名義人たる法人の行為とみなします。ただし、取引責任者は

当該口座名義人の法人代表者(代表取締役)自身でも差支えありません。 

3. 取引責任者は自然人 1名とします。 

4. 取引責任者の変更は、当社が取引責任者変更届出書を受理した時点で変更したものとみ

なします。 

 

第 3条(口座開設の可否) 

口座開設の可否については当社内の口座開設基準で判断します。 

2. 口座開設可否の基準・理由等に関しては開示しないものとします。 

 

第 4条(ネットストック取引規程修正条項) 

ネットストック取引規程第 1条(規程の趣旨)  

(1)この規程は、お客様が松井証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット

経由での取引(以下「ネットストック」といいます。)を利用するうえで、当社が取扱う商

品の取引の注文等(以下「取引注文等」といいます。)に関する取決め(以下「本規程」とい

います。)です。 

(2)この規程は、2000年 2月15日以降、ネットストック法人口座取引規程に関する同意書(以

下「同意書」といいます。)、取引責任者届出書を差入れのうえ、当社に取引を申込みにな

った法人のお客様に適用します。 

2. ネットストック取引規程第 2条(会員 ID、会員パスワード、暗証番号の発行) 

(1)ネットストックの利用に先立ち、当社は 1法人に対し 1会員 ID、会員パスワードと取引

時に使用する暗証番号(以下「取引暗証番号」といいます。)を発行します。お客様の取引

注文等の際には会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号を必要とするものとします。 



 

 

(2)会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号の取引責任者以外の第三者への貸与、譲渡は禁

止します。 

(3)当社は会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等の確認をもって当該法人の取引責任者

であることの認証をします。当社が会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等の一致を確

認した場合は、 取引注文等は口座名義人たる法人によってなされたとみなすものとします。 

(4)会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号の管理は法人代表者および取引責任者の責任に

おいて行うものとします。法人代表者および取引責任者の管理過失による取引責任者以外

の注文、通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺等による会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号

の漏洩にかかる損害について当社は一切その責を負いません。 

(5)複数台のパソコンで、同時に同じ会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号を使用するこ

とにより発生したいかなる損害も当社はその責を負わないものとします。また、当社が複

数台の使用と判断した場合は理由のいかんを問わず、お客様のサービス利用をお断りしま

す。 

3. ネットストック取引規程第 6条(取引の名義) 

(1)ネットストックの利用にあたっては、お客様は真正な所在地、法人名等を使用するもの

とします。 

イ. 所在地、法人名は登記簿謄本等に記載されたものと同一のものを使用するものとしま

す。 

ロ. 売却代金受取用の銀行等の口座名義も同様とします。なお、当社はあらかじめお届け

の銀行等の口座以外への振込は行わないものとします｡  

(2)お客様は所在地、法人名、法人代表者、取引責任者等の変更に際しては、遅滞なく当社

所定の変更手続を行うものとします。 

 

 

 以上 

平成 15 年 12 月 


